
松山－ソウル線増便PR番組制作・放送等業務 

委託事業者 募集要領 
 

１ 目的 

令和６年６月１日（土）から10月26日（土）まで期間増便する松山－ソウル線（チェ

ジュ航空）について、同路線の魅力を発信するPR番組等を制作・放送することにより、

需要の拡大を図り、更なる利用促進につなげる。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託名 

松山－ソウル線増便PR番組制作・放送等業務 

（２）事業期間  

契約締結の日から令和６年７月31日（水）まで 

（３）業務内容   

別添松山－ソウル線増便PR番組制作・放送等業務委託仕様書（以下「仕様書」とい

う。）のとおり 

（４）予算額   

2,800千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 企画提案の参加資格 

本企画提案に参加しようとする者は、当該業務を的確に遂行する能力を有する民間団

体等であり、次の（１）から（７）までの全ての要件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項の規定により競争入札

への参加を排除されている者でないこと。 

（２）国税及び愛媛県税の滞納がない者であること。 

（３）企画提案書の受付期間中において、国又は愛媛県から競争入札への指名停止を受け

ていないこと。 

（４）企画提案書の受付期間中において、会社更生法（平成11年法律第154号）に基づく更

生手続き開始の申し立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続

き開始の申し立て及び破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続き開始の申し

立てがなされていないこと。 

（５）企画提案書の提出期限の前６月間において、振り出した手形又は小切手が不渡りと

なり、銀行当座取引を停止されていないこと。 

（６）役員等、又は経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力

団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例（平成22年条

例第24号）第２条第３号に規定する暴力団員等を含む。）でないこと。 

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 

４ スケジュール（予定） 



４月26日（金）  公募開始 

５月８日（水）  参加申込書及び質問書提出締切 

５月15日（水）  企画提案書提出締切 

５月20日（月）  審査結果通知 

 

５ 企画提案への参加及び辞退 

  企画提案への参加を希望する者は、予め参加申込書（様式１）を提出すること。 

（１）提出方法 

電子メール、持参又は郵送 

（２）提出期限 

令和６年５月８日（水）17時15分（必着） 

※持参する場合は、執務時間中（８時30分から17時15分まで）に持参すること。 

（３）その他 

   参加申込書を提出した後に参加を辞退する場合は、令和６年５月15日（水）17時15

分までに、辞退届（様式３）を提出すること。 

 

６ 質問書の提出 

本企画提案について質問がある場合は、以下の点に留意のうえ、質問書（様式２）を

提出すること。 

（１）提出方法 

電子メール 

（２）提出期限 

   令和６年５月８日（水）17時15分（必着） 

（３）その他 

① 電話や口頭、提出期限を過ぎての質問は一切受け付けない。 

② 提案書の記載内容や審査基準、積算に関する質問、他の参加申込者からの提案

書提出状況に関する質問等、公平性の確保及び公正な選考を妨げるおそれがある

質問については回答しない。 

③ 質問及び回答の内容は、本企画提案の参加者全員に電子メールで送付する。た

だし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わるものにつ

いては、質問者に対してのみ回答する。 

 

７ 企画提案書及び見積書の提出 

（１）提出物及び提出部数 

   ① 企画提案提出書（様式４）  １部 

② 企画提案書（様式指定なし） ７部（正本１部、副本６部） 

③ 見積書（様式指定なし）   ７部（正本１部、副本６部） 

（２）企画提案書等の作成方法 

① 原則として、Ａ４判（縦向き）、横書き、左綴じで作成し、ページ番号を各ペー

ジ下に付すこと。 



② 提案書の表紙には、以下の内容を記載すること。 

ア 宛名 

松山空港利用促進協議会 会長 中村時広 

イ 標題 

「松山－ソウル線増便PR番組制作・放送等業務」 

ウ 提出年月日 

エ 会社名（正本のみ押印） 

③ 次の事項を内容に含めること。 

ア 提案内容のコンセプト及びターゲット（年齢層・性別など） 

イ 実施内容 

・具体的な内容がわかるように番組構成案を記載すること。 

・松山－ソウル線の認知度向上のみならず、利用意欲を向上させる番組構成と

すること。 

・番組構成案については２案まで提案可能とする。 

・放送枠及び放送回数を記載すること。 

 ※参考となる視聴率を示すこと。 

・効果的、効率的な事業の実施を裏付ける材料を具体的に記載すること。 

・上記に加え、番組制作・放送と連動して、松山－ソウル線の利用促進に資す

る効果的な案があれば自由に提案すること。 

イ 実施スケジュール 

・可能な限り具体的なスケジュールを記載すること。 

ウ 事業の実施体制 

・法人の組織図及び人員体制（既存資料で可）、本事業を担当する職員の体制

（人数、指揮系統等）とその業務の内容を記載すること。 

※本事業における貴社の優位性、過去の実績など、特記事項があれば記述す

るとともに、実績を証明できる契約書の写しを添付すること。ただし、契

約書の写しは企画提案書の枚数に含めない。 

エ 事業費内訳（見積額） 

・本事業に係る経費の見積り及び内訳を、以下の区分に従い、記載すること。 

  Ａ 番組制作に要する経費 

  Ｂ 番組放送に要する経費 

  Ｃ 動画制作に要する経費 

  Ｄ その他経費 

  Ｅ 消費税及び地方消費税 

（３）提出方法 

   郵送又は持参 

（４）提出期限 

令和６年５月15日（水）17時15分（必着） 

※持参する場合は、執務時間中（８時30分から17時15分まで）に持参すること。 

（５）留意事項 



① 企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、協

議会から、書類の不足・不備の補完、不明な内容の確認のほか、必要に応じ、追

加資料の提出を指示する場合がある。 

② 提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。 

③ 企画提案書の提出は、参加事業者１者につき１案のみとし、複数の提案をする

ことはできない。 

④ 企画提案への参加に要する費用は、参加事業者の負担とする。 

⑤ 提案内容に含まれる特許権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負う。 

⑥ 書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨とする。 

 

８ 委託先候補者の選定 

（１）企画提案書を提出した者（以下「応募者」という。）の中から委託先候補者を選定

するため、審査会を設置し、提出された企画提案書により書面審査を行う。 

※プレゼンテーションは原則実施しない。 

（２）次の項目により企画提案内容を総合的に評価し、委託先候補者を選定する。 

審査項目 内 容 配点 

業務内容の理

解度及び業務

実績 

・業務趣旨を理解した提案となっているか。 

・同種、類似の業務の実績を有しているか。 
１０ 

企画力① 
・松山－ソウル線の認知度向上かつ利用促進につなが

るコンセプト、ターゲティングができているか。 
１５ 

企画力② 
・視聴者の具体的行動につながる番組構成、キャステ

ィングとなっているか。 
２０ 

企画力③ 
・番組効果を高めるための独自提案が盛り込まれてい

るか。 
１５ 

放送戦略① 
・視聴者に対する訴求効果が期待できる放送時間帯・

放送回数となっているか 
１０ 

放送戦略② ・十分な視聴率を見込んでいるか。 １０ 

専門知識及び

業務推進体制 

・業務を遂行するための必要十分な知識・知見を有す

るとともに、提案業務の実施に適当な組織体制にな

っているか。 

・スケジュールに無理がなく、作業手順は効率的なも

のであるか。 

１０ 

経済性 
・業務実施に要する経費は適切なものとなっているか。 

・経費内訳は明確かつ適切に記載されているか。 
１０ 

（３）審査結果については、全ての応募者に書面で通知する。ただし、順位や採点結果等、

審査内容については公表しない。審査結果についての異議申し立ても認めない。 

 



９ 欠格事項 

  応募者が次のいずれかの要件に該当する場合は、失格とする。 

   ・民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、 

    第94条（虚偽表示）又は第95条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

   ・審査等に関する不当な要求等を申し入れた場合 

   ・本募集要領に違反又は要求等を申し入れた場合 

   ・同一の応募者が二つ以上の提案書を提出した場合 

   ・発表済の内容と酷似した提案を行った場合 

   ・その他不正な行為があった場合 

 

10 契約方法 

（１）委託契約の締結に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするも

のではなく、協議会と委託先候補者の双方が、提案内容に沿って契約内容についての

協議・調整を行った上で、合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等の結

果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 

（２）仕様書は、当該業務の最低水準を示したものである。したがって、協議会と委託先

候補者との協議等の結果に基づき、委託業務の内容が追加又は修正される場合がある。 

（３）委託先候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき又は協議が整わなかった場合

は、その選定を取り消すとともに、審査において次点となった者を委託先候補者とし、

契約内容についての協議を行った上で、契約を締結する。 

 

11 著作権等の取扱 

（１）著作権者 

成果品に関する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定

する権利を含む。）は、協議会に帰属することとする。 

（２）第三者への使用許諾 

第三者への使用許諾は、適当と認められる場合に限り、協議会が行う。 

（３）権利関係の処理 

① 成果品に含まれる第三者の著作権、肖像権、その他全ての権利についての交渉、

処理は受託者が行うこととし、その経費は受託料に含むものとする。 

② 第三者からの異議申立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担

で対応すること。 

③ 著作権の取扱いについて、ここに記載のない事項については、協議会と受託者で

協議の上、処理する。 

 

12 問い合わせ先・提出先 

松山空港利用促進協議会 

（事務局：愛媛県 観光スポーツ文化部 観光交流局 

観光国際課 航空政策室 国際航空振興グループ） 

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

（電話番号）089-912-2313 （FAX番号）089-912-2489 

  （メールアドレス）koukuuseisaku@pref.ehime.lg.jp 


